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所有者と利用希望者の当事者間での交渉や契約となります。
宅建業者などに仲介を依頼する方法をおすすめします。

直接交渉・契約

その　　　　　貸し（売り）出しませんか？空き家
空き家を放置すると、老朽化が進むだけでなく、害獣や害虫のすみかになったり、不審者が勝手に
住み着いたりするなどの恐れがあります。そうなる前に、空き家を貸したり、売り出したりしませ
んか。村には「空き家バンク」があります。この「空き家バンク」に登録しておくと、移住希望者の目
にとまりやすくなります。最近は、村内の空き家に関する問い合わせも増えていますので、ぜひご
活用ください。� ▶︎問合せ　企画課広報統計係　☎２５－３４４２

借り手・買い手
（移住希望者）

 ホームページをチェック

 希望する物件を照会

  必要書類を提出して申込

物件を登録

貸し手・売り手
（空き家所有者）

村ホームページに掲載
※登録費用は無料です。

連絡・調整
※あっせんや交渉、契約など

は行っていません。

空き家バンク
（昭和村役場）

昭和村「空き家バンク」利用の流れ

◆防犯・防災上の問題や景観の悪化を防ぐことができます。
◆村外から移住者を呼び込めます。

地域にとってのメリット

昭和村のホームページをご覧ください。

https://www.vill.showa.gunma.jp/kurashi/
    kurashi/jyutaku/2017-0224-1515-29.html

空き家バンクはこちらから

昭和村　空家バンク 検索

空き家を解体したい時
空き家解体補助金制度があります

補助金額　最大50万円
（補助対象工事費用の1/2）

村では空き家解体工事費の一部を補助します。
空き家の管理や利活用が難しく、解体をお考え
の方は企画課までご相談ください。


